
訪問介護の利用料について 

 

【利用料  －基本料金・昼間ー】 

 
20分未満 30分未満 1時間 

1時間 30

分 

 

身体介護 1,960円 2,930円 4,640円 6,800円  

 

45分未満 45分以上  

生活援助 2,150円 2,640円 

初回加算（新規） 
２００円／月（サービス提供責任者による初回訪

問） 

緊急時訪問介護加算 
１００円／回（居宅サービス計画外の身体介護提

供時） 

生活機能向上連携加算 

１００円／月（※理学療法士と連携して介護計画

作成） 

２００円／月（※に加え、医療施設の専門職、医

師に同行して共同して介護計画作成） 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 上記利用料に別途 24.5％加算されます。 

☆ 特定事業所加算Ⅰ・・・上記料金は既に 20％加算された料金です。 

★介護保険負担割合証により、上記の金額に負担される金額が異なります。 

（1） 基本料金に対して 

   早朝（午前 6時～午前 8時） ２５％増し 

   夜間（午後 6時～午後 10時） ２５％増し 

   ＊上表の料金設定の基本設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時

間ではなく、お客様の居宅サービス計画（ケアプラン）に定められた目安の時間を基

準とします。 

＊やむをえない事情で、且つ、お客様の同意を得て二人以上で訪問した場合は、

二人分の料金となります。 

＊料金の支払い方法は毎月 10日までに前月分を請求いたしますので、10日まで

にお支払いください。 

（２）サービスの利用開始 

 居宅介護支援センターまたは地域包括支援センターを紹介いたします。ケア

マネージャーが決定しましたら、契約を結び居宅介護計画に沿って訪問介護計

画を作成し、サービスの提供を開始します。 

 


